
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　地域協働局区役所課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　078-322-5071　　）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第2号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　本市では、証明書を発行取得できるキオスク端末をシャープファイナンス株式会社とのリース契約（賃貸借及び保守）
に基づき各出張所に設置している。（契約期間：令和２年５月１日から令和７年３月31日）
　キオスク端末による発行割合は設置以降増加してきていることから、端末の再リースにより設置を継続するが、再リー
ス期間における保守業務は、シャープファイナンス株式会社からシャープマーケティングジャパン株式会社に業務移管
されるため、シャープマーケティングジャパン株式会社との契約が必要である。なお、賃貸借契約はシャープファイナン
ス株式会社と締結予定。
　現行端末の形状、構造は一般には公開されておらず、シャープマーケティングジャパン株式会社でしか保守業務を履
行できないことから地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当し随意契約を行う。

証明書交付対応行政キオスク端末保守サービス等業務

シャープマーケティングジャパン株式会社


